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１ ＩＣＴ活⽤⼯事の概要 

ＩＣＴ活⽤⼯事とは、建設現場の⽣産性向上を⽬的として、建設⽣産プロセスの各
段階において、次に⽰すＩＣＴ施⼯技術を活⽤する⼯事である。 

① ３次元起⼯測量 
② ３次元設計データ作成 
③ ＩＣＴ建設機械による施⼯（施⼯管理システム） 
④ ３次元出来形管理等の施⼯管理 
⑤ ３次元データの納品 

２ ＩＣＴ施⼯技術の具体的な内容 

ＩＣＴ施⼯技術の具体的内容については、次の(1)〜(5)によるものとする。 
なお、ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））の実施に当たっては、⼭⼝県⼟⽊⼯事共

通仕様書、⼭⼝県⼟⽊⼯事施⼯管理基準及び国⼟交通省が定める要領等（別添１）に
基づいて⾏うものとする。 
(1) ３次元起⼯測量 

起⼯測量において、交通規制を削減し３次元地形データを取得するため、以下ア
~エから選択（複数選択可）して測量を⾏うものとする。 

起⼯測量にあたっては、施⼯現場の環境条件により、管理断⾯及び変化点の計測
による測量または⾯的な計測による測量を選択するものとする。  

ア 地上型レーザースキャナーを⽤いた起⼯測量 
イ ＴＳ（ノンプリズム⽅式）を⽤いた起⼯測量 
ウ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを⽤いた起⼯測量 
エ その他の３次元計測技術による起⼯測量 

(2) ３次元設計データ作成 
２（１）で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを⽤いて、施

⼯指⽰に⽤いる切削計画を作成する。また、３次元出来形管理を⾏う場合は３次元
設計データを作成する。 

(3) ＩＣＴ建設機械による施⼯（施⼯管理システム） 
     ２（２）で作成した３次元設計データを⽤い、以下アに⽰す施⼯管理システム 

を搭載した建設機械を⽤いた施⼯⼜は従来型建設機械による施⼯が選択できる。 
 ア ３次元位置を⽤いた施⼯管理システム 

(4) ３次元出来形管理等の施⼯管理 
  ＩＣＴ舗装⼯（修繕⼯）の施⼯管理において、施⼯管理システムを搭載した建設 

機械を⽤いた施⼯を選択した場合以下アに⽰す⽅法により施⼯管理を実施、従来型 



 
 

建設機械による施⼯を選択した場合は従来⼿法による施⼯管理を実施する。 
 ア 出来形管理 
  路⾯切削作業の施⼯管理において、以下に⽰す⽅法により出来形管理をする。 
  1)施⼯履歴データを⽤いた出来形管理 

(5) ３次元データの納品 
３次元施⼯管理データを⼯事完成図書として電⼦納品する。 

３ ＩＣＴ活⽤⼯事の対象⼯事 

ＩＣＴ活⽤⼯事の対象⼯事は、次の（１）に⽰す⼯種を含む舗装⾯積 1,000ｍ²以上
の「切削オーバーレイ⼯」を含む⼯事とする。 
（１）対象⼯種・種別 
  ＩＣＴ活⽤⼯事の対象は、⼯事⼯種体系ツリーにおける下表とする。 
   表―１ ＩＣＴ活⽤⼯事の対象⼯種種別 

⼯事区分 ⼯種 種別 
・道路維持 
・道路修繕 
・橋梁保全⼯事 

舗装⼯ 切削オーバーレイ⼯ 

 
（２）適⽤対象外 

ア ⼭⼝県⼟⽊⼯事施⼯管理基準に基づく出来形管理を⾏わないもの 
（例）⼩規模⼟⽊⼯事等 

イ 緊急を要するもの 
ウ 随意契約によるもの 
エ 予算上の制約があるもの 
 

（３）留意事項 
次の事業については、事前に事業主管課と協議すること。 
ア 災害復旧事業 
イ 国⼟交通省所管事業以外の補助・交付⾦事業 

４ ＩＣＴ活⽤⼯事の発注⽅式・実施内容 

(1) 発注⽅式 
ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））の発注⽅式は、契約後、受注者がＩＣＴ活⽤



 
 

⼯事の実施を希望した場合に、発注者との協議を経て実施する「受注者希望型」と
する。 

なお、ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））として発注していない⼯事において、
契約後に受注者からＩＣＴ活⽤⼯事の実施の申し出があった場合は、受発注者の協
議により事後設定ができるものとする。 

(2) 実施内容 
受注者は、ＩＣＴ施⼯技術のうち、②３次元設計データ作成、④３次元出来形管

理等の施⼯管理及び⑤３次元データ納品を必ず実施するものとする。 

表−２ ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））の実施内容 
ICT施⼯技術 必須・選択項⽬の区分 

① 3次元起⼯測量 ○ 
② 3次元設計データ ● 
③ ICT建設機械施⼯ 〇 
④ 3次元出来形管理等の施⼯管理 ● 
⑤ 3次元データ納品 ● 

●：必須 ○：選択可 

５ 発注における設計図書等 

発注者は、ＩＣＴ活⽤⼯事の発注にあたって、設計図書にＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯
（修繕⼯））の対象であること及び発注⽅式を明記する（別添３参照）。また、特記仕
様書に実施⽅法、実施内容、費⽤等について記載する。（別添４参照） 

６ 実施に係る⼿続き 

受注者は、ＩＣＴ活⽤⼯事を実施する意向がある場合は、契約後、施⼯計画書の提
出までに発注者が指定したＩＣＴ施⼯技術及び実施を希望するＩＣＴ施⼯技術につ
いて、ＩＣＴ活⽤⼯事計画書（様式１）に具体的な実施内容を記載し、発注者と協議
を⾏うものとする。 

発注者は、受注者と協議が整った内容について、ＩＣＴ施⼯技術の実施を指⽰する
ものとする。また、指⽰した内容については、適切に設計変更を⾏うものとする。 

受注者は、ＩＣＴ施⼯技術の実施内容について、施⼯計画書に記載するものとする。
（別添５参照） 



 
 

７ ⼯事費の積算 

(1) 当初積算 
ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））の対象⼯事は、当初は、通常の⼯事として積

算し、発注するものとする。 
(2) 変更積算 

契約後、受注者からの発議により受発注者間の協議を経てＩＣＴ活⽤⼯事を実施
する場合は、ＩＣＴ活⽤⼯事の実施内容に応じて設計を変更し、落札率を乗じた価
格により変更契約を⾏うものとする。 

(3) 積算基準 
ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））の積算は、「ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕

⼯））積算要領」、「⼭⼝県設計標準歩掛表」及び「⼭⼝県業務関係積算基準及び標準
歩掛表」によるものとする。これらに掲載がないもの及び適⽤範囲を超える場合に
ついては、⾒積りによるものとする。 

８ 監督・検査 

ＩＣＴ活⽤⼯事の監督及び検査にあたっては、⼭⼝県⼟⽊⼯事施⼯管理基準及び国
⼟交通省が定める要領等（別添１）に則り実施するものとする。監督職員及び検査職
員は、受注者に従来⼿法との⼆重管理を求めないものとする。 

９ ⼯事成績評定 

ＩＣＴ活⽤⼯事の⼯事成績評定については、「⼯事成績採点の考査項⽬の考査項⽬
別運⽤表（⼟⽊⼯事⽤）」の「創意⼯夫」の最⾼点を３点から５点に、「⼯事特性」の
最⾼点を６点から４点に変更し、次のとおり評価するものとする。 
(1) ＩＣＴ施⼯技術の①〜⑤の全てを実施した場合 

創意⼯夫【施⼯】で 2 点を加点する。 
(2) ＩＣＴ施⼯技術のうち、必須項⽬（②、④、⑤）を実施した場合 

創意⼯夫【施⼯】で１点を加点する。 
(3) ＩＣＴ活⽤⼯事を中⽌した場合 

受注者の責めに帰すことができない事由によりＩＣＴ活⽤⼯事を中⽌した場合
については、加点対象とせず減点は⾏わない。 



 
 

10 ＩＣＴ活⽤⼯事の導⼊における留意点 

受注者が円滑にＩＣＴ施⼯技術を活⽤できる環境整備として、次の措置を⾏うもの
とする 
(1) ３次元データ等の作成 

発注者は、従来基準による２次元の設計データによりＩＣＴ活⽤⼯事を発注した
場合は、契約後の協議において「３次元起⼯測量」及び「３次元設計データ作成」
の実施を受注者に指⽰し、これにかかる経費を当該⼯事で変更計上するものとする。 

(2) ３次元データ等の貸与 
発注者は、詳細設計業務において、３次元測量データ及び３次元設計データを作

成した場合は受注者に貸与するものとする。この場合において、３次元設計データ
の加⼯・修正等が必要となった場合は、その実施を受注者に指⽰し、これにかかる
経費を当該⼯事で変更計上するものとする。 

(3) 出来形管理写真管理について 
「３次元計測技術を⽤いた出来形管理要領（案）」による出来形管理を⾏った場

合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影⽅法は、写真管理基準のほか、同要領
の規定による。 

11 ＩＣＴ活⽤⼯事普及推進のための取組み 

受注者は、ＩＣＴ活⽤⼯事の推進を⽬的として、⼭⼝県 i-Construction 推進連絡会
⼜は⼭⼝県が主催する現場⾒学会等の実施に協⼒するものとする。 

12 その他 

この要領に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して
定める。 

13 附則 

この要領は、令和３年 10 ⽉ 15 ⽇から施⾏する。 



 
 

別添１ ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））に適⽤する要領等 

別添２ ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））の発注の流れ 

別添３ 現場説明書（記載例） 

別添４ ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））・受注者希望型 特記仕様書（記載例） 

別添５ ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））の実施⼿続き 

別添６ （様式 1）ＩＣＴ活⽤⼯事計画書（舗装⼯（修繕⼯）） 

別添７ ＩＣＴ活⽤⼯事履⾏証明書 

別添８ ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））積算要領 



別添１ 

ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））に適用する要領等 

 名称  

測
量 

地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル(案) 

国

土

地

理

院 

施
工
管
理 

３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）路面切削工編 

国

土

交

通

省 

監
督
・
検
査 

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 

ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案） 

施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領（路面切削工編）（案） 

国

土

交

通

省 

 

https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/download/download.html
https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/download/download.html
https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/download/download.html
https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/download/download.html
https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/download/download.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
http://www.mlit.go.jp/common/001284050.pdf
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html


別添２ 

ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））の発注の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【対象⼯種】 
「舗装⼯事」として発注され
た⼯事のうち⼯事区分が 
・道路維持 
・道路修繕 
・橋梁保全⼯事 
の「切削オーバーレイ⼯」 
 

なし 

ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯）） 
受注者希望型 

あり 

【適⽤対象外⼯事】 
・出来形管理不要 
・緊急を要する 
・随意契約 
・予算制約あり 

現場説明書、特記仕様書に明⽰して発注 

該当 

そ の 他 

【事業主管課協議】 
・災害復旧事業 
・国⼟交通省所管事業以外 

の事業 

⾮該当 

協議を要する事業 

実施可 

実施不可 

【舗装⾯積（新設）】
① 1,000 ㎡以上 
② 1,000 ㎡未満 

① 1,000 ㎡以上 

② 1,000 ㎡未満

①ＩＣＴ施⼯に適する ② ①以外

【協議】
事業主管課
技術管理課

必要に
応じて【施⼯条件】 

①ＩＣＴ施⼯に適する
② ①以外 



別添３ 
第１号様式－１ 

番号：         
 

現 場 説 明 書 
 

施 行 年 度 令和    年度  

工 事 名 

 

 主要県道○○線 

 道路改良工事 

第１工区 

工 事 場 所 山口市○○ 地内 

入札執行（課）事務所 ○○土木建築事務所 

工   期 
着手の時期：      年  月  日 

完成の時期：       年  月  日 

 

施工日数：   日 

施 工 条 件 別紙「施工条件書」のとおり。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 内 容 

（工事概要） 

延長 Ｌ＝  ○○○ｍ 

舗装工    ○，○○○ｍ2 

 

 

 

（記載例） 

【本工事は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））・受注者希望型」の対象工

事である】 

 



 

ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））・受注者希望型 
特記仕様書（記載例） 

 

１ ＩＣＴ活⽤⼯事 
本⼯事は、ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））・受注者希望型の対象⼯事で

ある。 
ＩＣＴ活⽤⼯事とは、建設現場の⽣産性向上を⽬的として、建設⽣産プロセ

スの各段階において、次に⽰すＩＣＴ施⼯技術を活⽤する⼯事である。 
① ３次元起⼯測量 
② ３次元設計データ作成 
③ ＩＣＴ建設機械による施⼯ 
④ ３次元出来形管理等の施⼯管理 
⑤ ３次元データの納品 

２ 実施⽅法 
受注者は、ＩＣＴ活⽤⼯事を実施する意向がある場合は、契約後、施⼯計画

書の提出までにＩＣＴ活⽤⼯事計画書（様式１）に具体的な実施内容を記載し、
監督職員と協議を⾏うこと。協議が整い、監督職員が指⽰した場合に、受注者
は、「ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））試⾏要領（⼭⼝県⼟⽊建築部）」に
基づきＩＣＴ活⽤⼯事を実施することができるものとする。 

３ ＩＣＴ施⼯技術の実施内容 
受注者は、ＩＣＴ活⽤⼯事を実施する場合は、ＩＣＴ施⼯技術のうち、②３

次元設計データ作成、④３次元出来形管理等の施⼯管理及び⑤３次元データの
納品を必ず実施すること。この場合の３次元出来形管理は管理断⾯による管理
を標準とする。 

また、受注者は、①３次元起⼯測量、③ＩＣＴ建設機械による施⼯を追加し
て実施することができる。この場合の３次元出来形管理は⾯管理を⾏うものと
する。 

４ ＩＣＴ活⽤⼯事の費⽤について 
ＩＣＴ活⽤⼯事に係る費⽤については、「ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））

積算要領」等に基づき設計変更を⾏い、落札率を乗じた価格により変更契約を
⾏うこととする。 
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５ 機器類の調達 
本⼯事に必要なＩＣＴ機器類は、受注者が調達すること。また、施⼯に必要

なＩＣＴ活⽤⼯事⽤データは、受注者が作成することとし、使⽤するアプリケ
ーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議すること。 

６ ⼯事成績評定 
ＩＣＴ施⼯技術の①〜⑤を全て実施した場合は、創意⼯夫【施⼯】で２点を

加点する。ただし、必須項⽬（②３次元設計データ作成、④３次元出来形管理
等の施⼯管理、⑤３次元データの納品）のみを実施した場合は、１点を加点す
る。 

７ ＩＣＴ施⼯に係る県内企業の活⽤ 
受注者は、ＩＣＴ施⼯における関連業務（３次元起⼯測量、３次元設計デー

タ作成等）を委託に付す場合は、⼭⼝県ふるさと産業振興条例の趣旨を踏まえ、
県内企業の優先活⽤に努めること。 

８ 現場⾒学会等への協⼒ 
受注者は、本⼯事が、⼭⼝県 i-Construction 推進連絡会⼜は⼭⼝県が主催す

る現場⾒学会等の対象となった場合は、実施に協⼒すること。 

９ その他 
本特記仕様書に疑義を⽣じた場合⼜は記載のない事項については、監督職員

と協議するものとする。 
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ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））の実施⼿続き 
受 注 者 発 注 者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ＩＣＴ施⼯技術を活⽤する旨の
提案・協議 

・設計図書等の貸与 

・設計図書３次元化の指⽰の了解 

【監督事項】 
・ＩＣＴ施⼯技術活⽤希望の受

理・指⽰ 

【監督事項】 
・設計図書の 3 次元化の指⽰ 

【監督事項】 
・具体的⼯事内容及び対象範囲

の受理・確認 
・具体的⼯事内容及び対象範囲の

協議 

・精度確認試験結果報告書の作
成・提出 

（TLS,TS(ﾉﾝﾌﾟﾘ),RTK-GNSS の場合） 

・施⼯計画書（起⼯測量編）の 
作成・提出 

【監督事項】 
・施⼯計画書（起⼯測量編）の

受理・確認（精度確認試験結
果報告書含む） 

【監督事項】 
・基準点等の指⽰ ・⼯事基準点の了解 

・起⼯測量 
・測量成果簿の作成 

【監督事項】 
・測量成果簿の受理・確認 

・カメラキャリブレーション及び
精度確認試験結果報告書の作成 

（UAV 写真測量の場合） 

【監督事項】 
・カメラキャリブレーション及

び精度確認試験結果報告書の
受理・確認 

(1) 機器・ソフトウエア等の選定 
【機器・ソフトウェア等の準備段階】 

【監督事項】 
・電⼦納品事前協議書の受理・

確認 
・電⼦納品事前協議書の提出 

(2) ＩＣＴ活⽤⼯事の設定 
【施⼯計画・準備段階】 

(3) 施⼯計画書（起⼯測量） 

(4) ⼯事基準点の設置 

(5) 測量成果簿の作成 

・3 次元起⼯測量・３次元設計デ
ータ作成費⽤⾒積り提出依頼 

・3 次元起⼯測量・３次元設計
データ作成費⽤⾒積書提出 



 

 

受 注 者 発 注 者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・設計図書の照査 
【監督事項】 
・受注者による設計図書の照査

状況の受理・確認 

(6) ３次元設計データの作成 
【監督事項】 
・受注者による３次元設計デー

タの照査状況の受理・確認 
・３次元設計データの作成 
・３次元設計データの照査 

(7) 設計図書の照査 

(9) 出来形管理 

(8) 施⼯計画書（⼯事編）出来形管理等 
・施⼯計画書（⼯事編）の作成 
・設計図書の照査、起⼯測量結果

の反映 

【監督事項】 
・施⼯計画書（⼯事編）の 

受理・確認 

・出来形計測 
・出来形管理写真の撮影 
・出来形管理帳票の作成 

【監督事項】 
・出来形管理帳票の受理・確認 

【出来形管理段階】 

・数量計算の⽅法の協議 
・３次元設計データ＋設計数量の

協議 

【監督事項】 
・数量計算⽅法の受理・確認 
・３次元設計データ＋設計数量

の受理・確認 

【変更段階】 

(10) 電⼦成果品  
【完成段階】 

・電⼦成果品の作成 【監督事項】 
・電⼦成果品の受理・確認 

・設計図書等の変更 

(11) 検査  
【検査段階】 

・書⾯検査、実地検査 【検査事項】 
・書⾯検査、実地検査 
【監督・検査事項】 
・⼯事成績評定 

【検査終了後】 

・履⾏証明書の発⾏ 

⼯事の変更契約
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（様式１）

採用する
技術番号

適用技術

 １　空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量

 ２　地上型レーザースキャナーを用いた起工測量

 ３　トータルステーション等光波方式を用いた起工測量

 ４　その他の３次元計測技術による起工測量

その他の技術名称：

②３次元設計データ

　作成
※

※３次元出来形管理、ＩＣＴ建設機械による施工に用いる３次元設
計データを作成する。

 １　空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

 ２　地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

 ３　トータルステーションを用いた出来形管理

 ４　その他の３次元計測技術による起工測量

その他の技術名称：

⑤３次元データの

　納品
※

※必須項目：②３次元設計データ作成、④３次元出来形管理等の施工管理、⑤３次元データの納品

③ＩＣＴ建設機械
　による施工

④３次元出来形管理

　等の施工管理
※ 出来形

路面切削機

ＩＣＴ活用工事計画書（舗装工（修繕工））

　当該工事において、ＩＣＴ施工技術を活用する施工プロセス・作業内容を選択し（☑を記入）、採用する技術を「適用技
術」欄から選択して番号を記入する。

施工プロセスの段階 作業内容

①３次元起工測量



別添７ 

令〇〇〇第〇〇〇〇〇号 

令和〇年(20〇〇年)〇〇月〇〇日 

 

商号又は名称 

代表者職・氏名  〇〇 〇〇 様 

 

〇〇土木建築事務所長  

 

 

ＩＣＴ活用工事履行証明書 

 

貴社が受注した工事について、下記のとおりＩＣＴ活用工事の履行を証明します。 

記 

１ 工 事 名： 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇工事 第〇工区 

（箇所コード） 012345678901 

２ 工事場所： 〇〇〇〇 地内 

３ 工   期： 着手年月日 令和 〇 年 〇〇 月 〇〇 日 

完成年月日 令和 〇 年 〇〇 月 〇〇 日 

４ 工   種： ＩＣＴ活用工事 （舗装工（修繕工））［全面活用］を実施 注） 

５ 証明書有効期間： 工事成績評定通知日から１年間 

 

注）「ＩＣＴ活用工事（土工）［全部活用］」、「ＩＣＴ活用工事（土工）［部分活用］」、 

  「ＩＣＴ活用工事 その他（法面工）［全部活用］」、「ＩＣＴ活用工事 その他（法面工）［部分活用］」、 

「ＩＣＴ活用工事（舗装工）［全部活用］」、「ＩＣＴ活用工事（舗装工）［部分活用］」、 

「ＩＣＴ活用工事（河川浚渫）［全部活用］」「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））[全部活用] 

「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））[部分活用] 

のうち、該当するものを記載する。 

全面活用：ＩＣＴ活用工事実施要領に示すＩＣＴ施工技術①～⑤を全て活用した工事。 

部分活用： 〃 ①～⑤を部分的に活用した工事。 



ＩＣＴ活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯）） 積算要領 

１ 適⽤範囲 
本資料は、ＩＣＴによる舗装⼯（修繕⼯）（以下、舗装⼯（修繕⼯）（ＩＣＴ））のうち、

ＩＣＴ路⾯切削機によるアスファルト舗装路⾯の切削作業（複数の路⾯切削機による並列
切削作業を除く）から概ね切削した舗装厚分を即⽇で急速施⼯する作業に適⽤する。（以下、 

・切削オーバーレイ⼯ 
切削作業は、ストレートアスファルト、改質アスファルトとする。 
ただし、特殊結合材（エポキシ樹脂）及び特殊⾻材（エメリー）を含むアスファルト舗装 

路⾯の切削作業を除く。 
 アスファルト混合物の積算は購⼊⽅式を標準とし、プラント⽅式の場合は別途考慮する。 
 平均切削深さ 12 ㎝を超えるものは適⽤範囲外とする。 
 また、橋⾯防⽔⼯を同時に施⼯する場合の橋⾯舗装、排⽔性舗装、シックリフト⼯法、 
ＱＲＰ⼯法等並びに、路⾯切削機を使⽤しない道路打換え⼯のための舗装板とりこわしに 
は適⽤しない。 

２ 機械経費 
２−１ 機械経費 
 舗装⼯（修繕⼯）（ＩＣＴ）の積算で使⽤するＩＣＴ建設機械の機械経費は、以下のとお
りとする。 
 なお、損料については、⼭⼝県の積算基準に基づき「建設機械等損料算定表」を⽤いる。 
ＩＣＴ建設機械名 規格 機械経費 備考 
路⾯切削機 ホイール式・廃材積込装置付・排

出ガス対策型（第３次基準値）切
削幅 2.0ｍ×深さ 23 ㎝ 

損料にて計上 Ｉ Ｃ Ｔ 建 設 機
械 経 費 加 算 額
は別途計上 

２−２ ＩＣＴ建設機械経費加算額 
 ＩＣＴ建設機械経費損料加算額は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管
理局の賃貸費⽤とし、２−１機械経費で⽰すＩＣＴ建設機械に適⽤する。 
（１）舗装⼯（修繕⼯）（ＩＣＴ） 
  対象建設機械：路⾯切削機 
  損料加算額：20,000 円/⽇ 
２−３ その他 
 ＩＣＴ建設機械経費等として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上する。 
 ２−３−１ 保守点検 
  ＩＣＴ建設機械の保守点検に要する費⽤は、次式により計上する。 
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 （１）舗装⼯（修繕⼯）（ＩＣＴ） 

  保守点検費 ＝⼟⽊⼀般世話役（円）×0.05（⼈/⽇）× 

 ２−３−２ システム初期費 
  ＩＣＴ施⼯⽤機器の賃貸業者が⾏う施⼯業者への取扱説明に要する費⽤、システム初 

期費⽤等、貸出しに要する全ての費⽤は、以下のとおりとする。 
（１）舗装⼯（修繕⼯）（ＩＣＴ） 
   対象機械：路⾯切削機 
    548,000 円/式 

３ ３次元起⼯測量・３次元設計データの作成費⽤ 
３次元起⼯測量・３次元設計データの作成を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理

費に計上するものとし、必要額を適正に積み上げるものとする。 

４ ３次元出来形管理・３次元データ納品の費⽤、外注経費等の費⽤  
舗装⼯（修繕⼯）（ＩＣＴ）における、ＩＣＴ建設機械の施⼯履歴データを⽤いた出来形

管理の経費は、補正係数を乗じない共通仮設費率及び現場管理費率に含まれる。 

５ ⼭⼝県設計標準歩掛表に対する補正 
 ５−１ 単価表の補正 
  積算基準の「７．単価表（１）切削オーバーレイ１００ｍ²当り単価表」にて建設機械に 

取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費⽤としての「ＩＣＴ建設機械費加算 
額」を以下のとおり加算する。また、機械運転単価表で計上する機械損料数量は指定事項 
による。 

名称 規格 単位 数量 指定事項 
ＩＣＴ建設機械経費加算額  ⽇ 100/Ｄ ７㎝以下 ⼀層舗設 

 機械賃料数量 1.31 
７㎝を超え 12 ㎝以下 ⼀層舗設 
 機械賃料数量 1.26 
７㎝を超え 12 ㎝以下 ⼆層舗設 
 機械賃料数量 1.00 

（注）Ｄ：⽇当り施⼯量（ｍ²/⽇） 
６ 諸雑費 
 舗装⼯（修繕⼯）（ＩＣＴ）を実施する場合、諸雑費率を乗じる合計額に、ＩＣＴ建設機械
経費加算額は含めない。 

施⼯数量（ｍ²） 
作業⽇当り標準作業量（ｍ²/⽇） 


